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〔
商
法
　
三
八
六
〕
　
有
限
会
社
の
原
始
社
員
の
確
定

（
鱗
講
藁
鍵
難
嚢
雛
饗
肚
芝

判例研究

〔
判
決
要
旨
〕

　
個
人
で
小
料
理
屋
や
喫
茶
店
を
経
営
し
て
い
た
者
が
、
従
前
の
建

物
を
取
壊
し
て
ビ
ル
を
新
築
し
そ
こ
に
お
い
て
法
人
組
織
で
飲
食
店

や
喫
茶
店
を
経
営
す
る
た
め
に
有
限
会
社
を
設
立
す
る
に
際
し
、
右

経
営
者
が
出
資
金
を
全
額
出
揖
し
て
い
た
と
し
て
も
、
定
款
に
右
経

営
者
を
含
む
六
名
の
社
員
の
氏
名
及
び
住
所
並
び
に
そ
の
出
資
の
口

数
が
記
載
さ
れ
記
名
捺
印
が
さ
れ
た
こ
と
、
右
有
限
会
社
設
立
の
経

緯
、
右
経
営
者
と
他
の
社
員
と
の
関
係
な
ど
判
示
の
事
実
関
係
の
下

に
お
い
て
は
、
右
経
営
者
が
他
の
社
員
の
出
資
金
を
当
該
社
員
に
贈

与
し
た
も
の
と
認
め
る
の
が
相
当
で
あ
り
、

原
始
社
員
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

〔
参
照
条
文
〕

　
有
限
会
社
法
六
条
、

条
、
同
五
四
九
条

右
定
款
記
載
の
社
員
が

同
一
二
条
一
項
、
同
八
七
条
、
民
法
四
七
四

〔
事
実
の
概
要
〕

訴
外
A
は
高
知
市
帯
屋
町
等
で
土
地
建
物
を
所
有
し
て
い
た
。

A
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は
昭
和
三
八
年
こ
ろ
か
ら
、
そ
の
帯
屋
町
の
土
地
に
隣
接
す
る
土
地

上
の
建
物
を
賃
借
し
た
上
、
こ
の
賃
借
建
物
と
右
の
帯
屋
町
の
土
地

に
在
っ
た
建
物
で
小
料
理
屋
や
喫
茶
店
な
ど
を
経
営
し
て
い
た
が
、

昭
和
五
一
、
二
年
こ
ろ
、
娘
B
の
夫
の
被
告
・
被
控
訴
人
で
あ
る
Y

か
ら
勧
め
ら
れ
、
そ
れ
ま
で
の
個
人
企
業
を
法
人
成
り
さ
せ
、
右
賃

借
建
物
敷
地
を
買
い
受
け
た
上
、
右
建
物
を
取
り
壊
し
て
、
鉄
筋
コ

ン
ク
リ
ー
ト
造
陸
屋
根
地
下
一
階
付
五
階
建
の
ビ
ル
一
棟
（
以
下

「
本
件
ビ
ル
」
と
い
う
。
）
を
建
築
し
、
本
件
ビ
ル
に
お
い
て
法
人
組

織
で
飲
食
店
や
喫
茶
店
等
を
営
む
こ
と
を
企
画
し
た
。

　
A
は
、
昭
和
五
二
年
八
月
二
七
日
、
被
控
訴
人
有
限
会
社
暖
流

（
出
資
一
口
の
金
額
一
万
円
、
資
本
の
総
額
二
〇
〇
万
円
。
以
下

「
Y
有
限
会
社
」
（
被
告
、
被
控
訴
人
）
と
い
う
。
）
を
設
立
し
、
同

年
九
月
一
日
、
訴
外
株
式
会
社
C
に
本
件
ビ
ル
の
建
築
を
代
金
四
〇

二
四
万
円
で
注
文
し
、
本
件
ビ
ル
に
つ
き
、
昭
和
五
三
年
六
月
二
四

日
、
所
有
者
を
A
と
す
る
区
分
建
物
表
示
を
登
記
申
請
し
、
そ
の
後
、

所
有
者
を
Y
有
限
会
社
と
更
正
し
、
同
年
七
月
二
九
日
、
Y
有
限
会

社
の
所
有
権
保
存
登
記
を
経
由
し
た
。

　
Y
有
限
会
社
を
設
立
す
る
に
際
し
て
、
A
は
、
Y
や
Y
の
実
兄
で

　
　
ウ
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

あ
る
Y
と
相
談
の
上
、
Y
有
限
会
社
の
社
員
を
A
（
五
〇
口
）
、
Y

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
六
〇
口
）
、
A
の
娘
で
Y
の
妻
で
あ
っ
た
B
（
六
〇
口
）
、
Y
（
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

○
口
）
、
A
の
内
縁
の
妻
で
あ
っ
た
Y
（
一
〇
口
）
、
A
の
い
と
こ

の
子
で
税
理
士
事
務
所
に
勤
務
し
て
い
て
A
の
帳
簿
の
面
倒
を
み
て

　
　
　

き
た
Y
（
一
〇
口
）
の
六
人
に
す
る
こ
と
に
し
た
。
そ
の
A
の
意
向

を
受
け
て
、
昭
和
五
二
年
八
月
一
五
日
、
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
で
作
成

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

さ
れ
た
Y
有
限
会
社
の
原
始
定
款
の
A
、
Y
、
B
、
Y
、
Y
、
Y
の

各
名
下
に
、
右
各
人
の
印
章
が
押
捺
さ
れ
た
。

　
A
は
平
成
五
年
四
月
二
日
に
死
亡
し
た
が
、
原
告
・
控
訴
人
X
は
、

A
が
昭
和
六
三
年
一
二
月
二
七
日
付
作
成
の
公
正
証
書
遺
言
に
よ
り
、

A
の
包
括
受
遺
者
の
地
位
に
あ
る
。

　
そ
の
他
、
Y
有
限
会
社
に
お
け
る
出
資
者
名
義
と
そ
の
所
有
口
数

は
変
動
を
重
ね
、
A
の
死
亡
前
こ
ろ
の
出
資
者
名
義
は
、
X
、
B
、

A
、
Y
有
限
会
社
を
除
く
Y
ら
七
名
で
あ
り
、
そ
の
所
有
口
数
は
い

ず
れ
も
二
〇
口
で
あ
っ
た
。
右
各
二
〇
口
の
う
ち
、
X
が
B
、
A
分

を
含
む
六
〇
口
を
有
す
る
こ
と
は
Y
ら
も
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
X
は
、
A
が
関
与
し
て
設
立
し
た
Y
有
限
会
社
の
出
資

金
は
A
が
全
額
出
資
し
、
そ
の
建
築
資
金
は
、
す
べ
て
A
名
義
の
不

動
産
を
担
保
と
し
て
金
融
機
関
か
ら
借
り
受
け
て
充
当
し
て
い
る
か

ら
、
A
は
Y
有
限
会
社
の
社
員
権
を
実
質
的
に
所
有
し
て
お
り
、
当

初
か
ら
Y
ら
の
名
義
を
借
り
受
け
、
そ
の
後
も
、
Y
有
限
会
社
の
決

算
報
告
に
当
た
り
、
税
金
対
策
上
、
同
族
会
社
の
判
定
回
避
の
た
め
、

Y
ら
の
名
義
を
借
用
し
て
形
式
的
に
定
款
を
変
更
し
て
、
そ
の
出
資

口
数
を
変
動
さ
せ
た
り
し
た
が
、
実
体
的
な
権
利
の
変
動
は
な
か
っ
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た
も
の
で
あ
る
、
と
主
張
し
、
Y
有
限
会
社
の
社
員
持
分
権
は
す
べ

て
A
の
相
続
財
産
で
あ
る
と
し
て
、
Y
有
限
会
社
及
び
他
の
社
員
持

分
権
者
に
対
し
て
、
自
己
所
有
の
持
分
で
あ
る
こ
と
の
確
認
を
求
め

た
。　

X
の
主
張
に
対
し
て
、
原
審
は
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
た
。

　
「
A
が
Y
有
限
会
社
を
設
立
し
た
目
的
の
主
要
が
、
法
人
を
設
立

し
て
関
係
者
を
多
数
に
し
て
い
れ
ば
、
一
人
の
意
思
で
売
却
さ
れ
る

こ
と
は
な
い
と
考
え
た
こ
と
に
あ
る
が
、
そ
の
意
図
の
裏
に
は
単
に

名
義
を
借
り
る
と
い
う
以
上
の
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
る
の

が
自
然
で
あ
る
こ
と
、
Y
有
限
会
社
の
設
立
の
こ
ろ
の
、
A
と
Y
、

　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　
　
　
　
　
　

B
、
Y
、
Y
、
Y
と
の
関
係
に
お
い
て
は
、
Y
有
限
会
社
の
社
員
権

を
無
償
譲
渡
（
贈
与
）
し
て
も
不
思
議
な
関
係
で
は
な
い
う
え
、
設

立
に
協
力
し
た
Y
に
六
〇
口
、
そ
の
妻
B
に
も
六
〇
口
と
自
己
よ
り

も
多
く
割
り
当
て
、
そ
の
他
の
関
係
者
に
は
各
一
〇
口
と
し
て
、
将

来
の
展
望
を
描
い
て
お
り
、
こ
れ
が
単
に
名
義
を
借
り
た
も
の
と
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　
　
　
　
　
　
し

る
こ
と
は
不
自
然
で
あ
る
こ
と
、
少
な
く
と
も
、
Y
、
Y
、
Y
は
、

A
の
意
図
を
了
解
し
、
A
か
ら
贈
与
を
受
け
た
も
の
と
理
解
し
て
い

た
な
ど
か
ら
す
る
と
、
A
は
Y
有
限
会
社
設
立
の
当
初
に
お
い
て
、

そ
の
出
資
者
と
さ
れ
る
者
に
対
し
て
社
員
権
を
無
償
で
譲
渡
し
、
少

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　
　
　
　
　
　

な
く
と
も
、
Y
、
Y
、
Y
は
こ
れ
を
承
諾
し
て
い
た
も
の
と
い
う
べ

き
で
あ
る
。

　
　
　
　
　

　
当
初
の
Y
に
関
す
る
持
分
に
つ
い
て
A
の
所
有
で
あ
る
と
の
証
拠

は
な
く
、
当
初
の
A
（
五
〇
口
）
及
び
B
（
六
〇
口
）
に
関
す
る
部

分
は
、
一
応
A
の
持
分
と
言
え
て
も
、
そ
の
後
の
持
分
の
変
遷
は
A

の
意
思
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
A
が
そ
の
死
亡
当

時
に
な
お
六
〇
口
以
上
の
持
分
を
有
し
て
い
た
と
の
証
拠
も
な
い
。

　
被
告
会
社
の
設
立
当
初
か
ら
A
が
全
社
員
権
を
有
し
て
い
た
と
す

る
X
の
主
張
は
失
当
で
あ
る
う
え
、
A
が
そ
の
死
亡
当
時
に
六
〇
口

を
越
え
る
持
分
を
有
し
て
い
た
と
の
証
拠
も
な
い
か
ら
、
Y
ら
が
認

め
る
と
こ
ろ
の
六
〇
口
に
つ
い
て
の
み
請
求
を
認
容
し
、
そ
の
余
は

失
当
と
し
て
棄
却
す
る
。
」

　
こ
れ
に
対
し
て
、
X
は
、
社
員
持
分
権
は
す
べ
て
A
の
相
続
財
産

で
あ
る
と
し
て
、
Y
有
限
会
社
及
び
社
員
持
分
権
者
で
あ
る
と
主
張

す
る
そ
の
余
の
Y
ら
七
名
に
対
し
て
、
Y
有
限
会
社
の
持
分
の
二
〇

〇
口
の
う
ち
、
X
に
帰
属
す
る
六
〇
口
を
除
い
た
そ
の
余
の
一
四
〇

口
の
持
分
が
自
己
の
所
有
で
あ
る
こ
と
の
確
認
を
求
め
て
控
訴
し
た
。

〔
判
旨
〕
　
控
訴
棄
却

　
「
有
限
会
社
法
六
条
・
八
七
条
に
よ
れ
ば
、
有
限
会
社
の
原
始
社

員
と
な
る
た
め
に
は
、
定
款
の
社
員
の
氏
名
及
び
住
所
並
び
に
各
社

員
の
出
資
の
口
数
が
記
載
さ
れ
、
そ
の
者
が
定
款
に
署
名
又
は
記
名

捺
印
す
る
こ
と
を
要
し
、
そ
れ
に
よ
り
、
有
限
会
社
の
社
員
と
な
る
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者
及
び
そ
の
出
資
義
務
が
確
定
す
る
の
で
あ
り
、
出
資
義
務
の
履
行

が
当
該
社
員
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
こ
と
は
、
有
限
会
社
の
社
員
の
確

定
の
主
要
事
実
（
要
件
事
実
）
で
は
な
く
、
当
該
社
員
以
外
の
者
に

よ
っ
て
出
資
義
務
の
履
行
が
な
さ
れ
る
こ
と
は
、
民
法
四
七
四
条
の

第
三
者
の
弁
済
と
し
て
有
効
で
あ
る
。
こ
れ
を
本
件
に
つ
い
て
み
る

と
、
前
記
事
実
関
係
の
下
に
お
い
て
は
、
A
は
Y
有
限
会
社
の
持
分

五
〇
口
を
有
す
る
社
員
と
な
っ
た
に
す
ぎ
な
い
（
他
の
社
員
の
出
資

金
を
A
が
当
該
社
員
に
贈
与
し
た
。
）
と
認
め
る
の
を
相
当
と
す
る

（
平
成
二
年
法
律
六
四
号
に
よ
る
削
除
前
の
有
限
会
社
法
六
九
条
一

項
五
号
に
お
い
て
は
、
社
員
が
一
人
と
な
る
こ
と
が
有
限
会
社
の
解

散
事
由
と
定
め
れ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
こ
の
点
に
照
ら
し
て
も
、

控
訴
人
が
主
張
す
る
よ
う
に
、
Y
有
限
会
社
の
原
始
社
員
が
A
】
人

で
あ
っ
た
と
み
る
こ
と
は
難
し
い
。
）
。

　
な
お
、
〈
証
拠
〉
を
総
合
す
れ
ば
、
Y
有
限
会
社
の
設
立
後
A
死

亡
ま
で
の
間
に
お
け
る
社
員
及
び
そ
の
持
分
の
変
動
は
、
い
ず
れ
も

A
が
決
定
し
て
い
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
が
、
前
示
の
と
お
り
、
他

の
社
員
の
出
資
金
を
A
が
当
該
社
員
に
贈
与
し
て
い
た
（
な
お
、

…
A
は
他
の
社
員
の
出
資
金
の
ほ
か
、
Y
有
限
会
社
の
開
業
資
金

を
出
し
た
こ
と
を
推
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
）
こ
と
か
ら
、
他
の

社
員
は
、
A
の
決
め
る
こ
と
に
反
対
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
承
認
し

て
き
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
右
の
事
実
は
、
前
記
認
定
判
断

を
妨
げ
る
も
の
に
は
な
ら
な
い
。
」

〔
研
究
〕
　
判
旨
賛
成

一
　
個
人
営
業
が
法
人
成
り
し
て
有
限
会
社
が
設
立
さ
れ
る
場
合
に

は
、
原
始
定
款
上
は
数
人
の
者
が
社
員
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
う

ち
の
一
名
で
あ
る
従
前
の
個
人
営
業
者
が
出
資
金
を
全
額
出
資
し
て

お
り
、
後
に
な
っ
て
、
右
個
人
営
業
者
が
死
亡
し
た
場
合
に
は
、
そ

の
他
の
社
員
は
単
な
る
名
義
人
で
あ
る
と
し
て
争
わ
れ
る
こ
と
が
少

な
く
な
い
。
本
件
に
お
い
て
も
、
A
の
死
亡
後
、
A
の
包
括
受
遺
者

の
地
位
に
あ
る
X
が
、
A
が
関
与
し
て
設
立
さ
れ
た
Y
有
限
会
社
は

A
の
全
額
出
損
に
よ
る
有
限
会
社
で
あ
り
、
そ
の
社
員
持
分
権
は
す

べ
て
A
の
相
続
財
産
で
あ
る
と
し
て
、
Y
有
限
会
社
お
よ
び
Y
ら
七

名
に
対
し
て
、
Y
有
限
会
社
の
持
分
二
〇
〇
口
の
う
ち
、
X
に
帰
属

す
る
こ
と
に
つ
い
て
当
事
者
間
に
争
い
の
な
い
六
〇
口
を
除
い
た
一

四
〇
口
の
持
分
が
、
自
己
の
所
有
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
確
認
を

求
め
て
い
る
。
そ
れ
故
に
、
本
件
の
主
要
な
争
点
は
、
Y
有
限
社
員

の
社
員
は
A
だ
け
で
あ
り
、
A
の
死
亡
に
よ
り
、
そ
の
包
括
受
遺
者

の
地
位
に
あ
る
X
が
Y
有
限
会
社
の
持
分
二
〇
〇
口
全
部
を
有
し
て

い
る
の
か
否
か
と
い
う
点
に
存
在
す
る
。
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
た

め
に
は
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
有
限
会
社
の
原
始
社
員
の
確
定
方
法

に
つ
い
て
検
討
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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二
　
有
限
会
社
の
原
始
社
員
の
確
定
に
関
し
て
、
福
岡
高
裁
宮
崎
支

部
昭
和
六
〇
年
一
〇
月
三
一
日
判
決
（
判
例
タ
イ
ム
ズ
五
九
一
号
七

三
頁
）
は
、
「
有
限
会
社
に
お
け
る
社
員
は
、
社
団
設
立
行
為
と
し

て
入
社
契
約
（
合
同
行
為
）
た
る
性
質
を
有
す
る
会
社
設
立
の
意
思

表
示
を
な
す
者
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
要
式
行
為
と
し
て
、
原
始
定
款

に
署
名
（
ま
た
は
記
名
押
印
－
有
限
会
社
法
八
七
条
）
す
る
こ
と

を
要
し
、
そ
の
署
名
者
の
み
が
社
員
と
な
る
の
で
あ
っ
て
、
た
と
え

事
実
上
会
社
の
設
立
に
参
画
し
、
出
資
金
を
拠
出
し
た
者
と
い
え
ど

も
こ
れ
に
署
名
し
な
い
者
は
法
律
上
有
限
会
社
の
社
員
と
は
い
う
こ

と
が
で
き
ず
（
大
判
昭
和
三
・
八
・
三
一
民
集
七
巻
七
一
四
頁
な
ど

参
照
）
、
定
款
の
確
定
に
よ
っ
て
同
時
に
社
員
及
び
そ
の
出
資
義
務

も
確
定
す
る
べ
き
で
あ
る
。
（
中
略
）
そ
も
そ
も
控
訴
人
会
社
主
張

の
よ
う
に
た
と
え
B
が
全
額
出
資
し
、
出
資
者
が
同
人
の
み
で
あ
る

と
し
て
も
、
定
款
に
そ
の
旨
を
記
載
し
、
署
名
し
な
い
以
上
、
同
人

が
定
款
に
記
載
し
、
署
名
し
た
一
五
〇
口
の
社
員
で
あ
る
こ
と
が
確

定
し
、
法
律
上
、
同
人
が
こ
れ
以
外
の
出
資
口
数
の
原
始
社
員
で
あ

る
と
は
い
え
な
い
も
の
で
あ
る
」
と
判
示
し
て
い
る
。
要
す
る
に
、

福
岡
高
裁
宮
崎
支
部
判
決
に
よ
れ
ば
、
有
限
会
社
の
原
始
社
員
は
有

限
会
社
設
立
の
意
思
表
示
を
な
す
者
で
あ
る
か
ら
、
原
始
社
員
は
定

款
に
署
名
し
た
者
を
も
っ
て
確
定
し
、
そ
の
出
資
口
数
も
、
実
際
の

出
資
の
有
無
に
関
係
な
く
、
定
款
の
記
載
に
よ
っ
て
形
式
的
に
確
定

す
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
福
岡
高
裁
宮
崎
支
部
判
決
は
、
有

限
会
社
の
原
始
社
員
の
確
定
に
関
す
る
最
初
の
判
示
と
し
て
重
要
な

判
決
で
あ
る
（
福
岡
高
裁
宮
崎
支
部
判
決
の
紹
介
と
し
て
、
瀬
谷
ゆ

り
子
「
有
限
会
社
の
原
始
社
員
と
そ
の
確
定
」
税
経
通
信
四
一
巻
一

三
号
二
五
二
頁
以
下
）
。

　
本
判
決
は
、
有
限
会
社
の
原
始
社
員
の
確
定
に
関
し
て
、
「
有
限

会
社
法
六
条
・
八
七
条
に
よ
れ
ば
、
有
限
社
員
の
原
始
社
員
と
な
る

た
め
に
は
、
定
款
の
社
員
の
氏
名
及
び
住
所
並
び
に
各
社
員
の
出
資

の
口
数
が
記
載
さ
れ
、
そ
の
者
が
定
款
に
署
名
又
は
記
名
捺
印
す
る

こ
と
を
要
し
、
そ
れ
に
よ
り
、
有
限
社
員
に
な
る
者
及
び
そ
の
出
資

義
務
が
確
定
さ
れ
る
」
と
判
示
し
て
、
本
判
決
は
結
論
的
に
前
記
福

岡
高
裁
宮
崎
支
部
判
決
と
同
様
な
見
解
を
採
用
し
て
い
る
と
言
え
る
。

　
有
限
会
社
の
設
立
は
原
始
社
員
に
な
る
べ
き
者
全
員
に
よ
っ
て
行

わ
れ
る
か
ら
、
有
限
会
社
を
設
立
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
初
め
に
、

原
始
社
員
に
な
る
べ
き
者
に
よ
っ
て
定
款
が
作
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
（
有
限
会
社
法
五
条
）
。
有
限
会
社
で
は
、
原
始
社
員
に
な

る
べ
き
者
の
氏
名
・
住
所
お
よ
び
そ
の
出
資
口
数
が
定
款
の
絶
対
的

記
載
事
項
で
あ
り
、
原
始
社
員
に
な
る
べ
き
者
が
定
款
に
署
名
す
べ

き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
（
有
限
会
社
法
六
条
）
、
定
款
の
作
成

に
よ
っ
て
原
始
社
員
に
な
る
べ
き
者
が
確
定
す
る
と
と
も
に
、
そ
の

出
資
義
務
も
確
定
す
る
。
定
款
作
成
と
出
資
の
引
受
行
為
と
が
結
合

135



法学研究71巻12号（ヲ98：12）

し
て
い
る
点
が
有
限
会
社
の
定
款
の
一
つ
の
特
色
で
あ
る
と
言
う
こ

と
が
で
き
よ
う
（
田
中
誠
二
・
会
社
法
詳
論
下
巻
（
三
全
訂
）
二
二

〇
四
頁
、
中
西
正
明
・
新
版
注
釈
会
社
法
（
1
4
）
有
限
会
社
三
八

頁
）
。

　
有
限
会
社
の
原
始
定
款
に
署
名
し
た
者
を
も
っ
て
原
始
社
員
と
し

て
形
式
的
に
確
定
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
理
由
と
し
て
、
一
般
に
次

の
よ
う
な
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
有
限
会
社
の
設
立
に
お

け
る
社
員
の
責
任
が
間
題
と
な
っ
た
場
合
に
、
定
款
の
記
載
は
、
義

務
負
担
者
と
し
て
の
社
員
を
特
定
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
権
利
行
使

者
と
し
て
の
社
員
が
問
題
と
な
っ
た
場
合
の
た
め
に
も
有
益
で
あ
る
、

と
い
う
点
で
あ
る
（
瀬
谷
・
前
掲
二
五
四
頁
）
。
し
か
し
、
有
限
会

社
の
原
始
社
員
を
原
始
定
款
に
署
名
し
た
者
を
も
っ
て
形
式
的
に
確

定
す
る
こ
と
に
対
し
て
は
、
そ
の
実
質
的
な
理
由
と
し
て
、
有
限
会

社
の
原
始
定
款
を
作
成
し
た
者
は
有
限
会
社
設
立
の
意
思
表
示
及
び

出
資
引
受
を
な
す
者
で
あ
る
と
い
う
点
が
見
逃
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

す
な
わ
ち
、
原
始
社
員
に
な
る
べ
き
者
に
よ
る
定
款
作
成
に
始
ま
り
、

設
立
登
記
に
よ
っ
て
完
了
す
る
有
限
会
社
の
設
立
手
続
を
全
体
と
し

て
一
個
の
法
律
行
為
と
し
て
観
察
す
る
場
合
に
は
、
有
限
会
社
設
立

の
意
思
表
示
は
原
始
定
款
の
作
成
に
見
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
（
大

賀
祥
充
・
株
式
会
社
設
立
の
法
理
二
九
頁
、
三
一
頁
、
四
三
頁
、
六

一
頁
）
。
し
か
も
、
有
限
会
社
に
お
い
て
は
、
原
始
定
款
の
作
成
に

よ
り
、
署
名
者
は
、
他
方
に
お
い
て
、
原
始
定
款
に
記
載
さ
れ
た
出

資
口
数
に
対
応
す
る
出
資
引
受
を
な
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、

前
記
福
岡
高
裁
宮
崎
支
部
判
決
は
「
有
限
会
社
に
お
け
る
社
員
は
、

社
団
設
立
行
為
と
し
て
の
入
社
契
約
（
合
同
行
為
）
た
る
性
質
を
有

す
る
会
社
設
立
の
意
思
表
示
を
な
す
者
で
あ
る
」
と
判
示
し
て
、
有

限
会
社
の
原
始
社
員
を
形
式
的
に
確
定
す
る
こ
と
に
対
し
て
の
実
質

的
な
根
拠
を
述
べ
て
い
る
が
、
本
判
決
で
は
、
そ
の
根
拠
が
何
も
示

さ
れ
て
い
な
い
。
推
測
す
る
に
、
本
判
決
で
は
、
有
限
会
社
の
原
始

社
員
に
な
る
べ
き
者
の
原
始
定
款
へ
の
署
名
に
関
し
て
、
意
思
の
欠

敏
や
蝦
疵
あ
る
意
思
表
示
が
問
題
と
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
に
、
有
限

会
社
の
設
立
行
為
の
効
力
に
関
連
し
て
、
有
限
会
社
設
立
行
為
の
法

的
性
質
に
つ
い
て
言
及
す
る
必
要
が
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
有
限
会
社
の
原
始
定
款
の
作
成
は
有
限
会
社
の
成
立
・
法

人
格
の
取
得
と
い
う
法
律
効
果
を
意
欲
す
る
意
思
表
示
で
あ
り
、
有

限
会
社
の
設
立
手
続
は
こ
の
意
思
表
示
を
組
成
分
子
と
す
る
法
律
行

為
で
あ
る
か
ら
、
有
限
会
社
の
設
立
手
続
は
有
限
会
社
の
成
立
・
法

人
格
取
得
と
い
う
法
律
効
果
の
発
生
原
因
た
る
法
律
要
件
で
あ
る

（
津
田
利
治
・
横
槍
民
法
総
論
（
法
人
ノ
部
）
二
九
頁
）
。
有
限
会
社

の
原
始
定
款
に
署
名
し
た
者
は
、
原
始
定
款
の
作
成
に
よ
り
、
有
限

会
社
設
立
の
意
思
表
示
を
な
す
と
同
時
に
、
原
始
定
款
に
記
載
さ
れ

た
出
資
口
数
に
対
応
す
る
出
資
引
受
を
な
す
者
で
あ
る
が
故
に
、
こ
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の
者
を
も
っ
て
有
限
会
社
の
原
始
社
員
と
し
て
形
式
的
に
確
定
し
、

そ
の
出
資
義
務
を
原
始
定
款
に
記
載
さ
れ
た
出
資
口
数
に
従
っ
て
形

式
的
に
確
定
す
る
こ
と
に
対
し
て
は
、
法
律
上
実
質
的
な
理
由
が
存

在
し
て
い
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
　
有
限
会
社
の
原
始
定
款
が
確
定
す
る
た
め
に
は
、
原
始
社
員
に

な
る
べ
き
者
の
原
始
定
款
へ
の
署
名
が
実
質
的
に
有
効
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
①
意
思
の
欠
鉄
や
暇
疵
あ
る
意
思
表
示
に
基

づ
い
て
な
さ
れ
た
原
始
定
款
へ
の
署
名
や
、
②
有
限
会
社
を
設
立
し

よ
う
と
す
る
者
に
依
頼
さ
れ
て
、
そ
の
社
員
に
な
る
意
思
も
な
く
、

名
義
を
貸
与
す
る
意
思
で
原
始
定
款
に
署
名
す
る
、
い
わ
ゆ
る
名
義

社
員
の
署
名
が
問
題
と
な
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
本
判
決
は
「
平

成
二
年
法
律
六
四
号
に
よ
る
削
除
前
の
有
限
会
社
法
六
九
条
一
項
五

号
に
お
い
て
は
、
社
員
が
一
人
と
な
る
こ
と
が
有
限
会
社
の
解
散
事

由
と
定
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
こ
の
点
に
照
ら
し
て
も
、
X
が

主
張
す
る
よ
う
に
、
Y
有
限
会
社
の
原
始
社
員
が
A
一
人
で
あ
っ
た

と
み
る
こ
と
は
難
し
い
」
と
判
示
し
て
、
本
件
で
は
、
前
記
①
意
思

の
欠
鋏
や
暇
疵
あ
る
意
思
表
示
に
基
づ
く
署
名
も
、
前
記
②
名
義
社

員
の
署
名
も
問
題
と
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
有
限
会
社

の
設
立
手
続
を
全
体
と
し
て
一
個
の
法
律
行
為
と
し
て
理
解
す
る
私

見
の
立
場
か
ら
も
、
有
限
会
社
の
設
立
行
為
の
効
力
に
関
連
し
て
理

論
的
に
興
味
深
い
問
題
で
あ
る
の
で
、
若
干
の
検
討
を
必
要
と
す
る
。

本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
の
問
題
の
う
ち
で
も
、
と
り
わ
け
、
有
限
会
社

の
原
始
定
款
へ
の
署
名
に
前
記
①
意
思
の
欠
鉄
や
暇
疵
あ
る
意
思
表

示
が
存
在
す
る
場
合
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。

　
有
限
会
社
の
原
始
社
員
に
な
る
べ
き
者
に
よ
る
原
始
定
款
の
作
成

に
始
ま
り
、
設
立
登
記
に
よ
っ
て
完
了
す
る
有
限
会
社
の
設
立
手
続

を
全
体
と
し
て
一
個
の
法
律
行
為
（
有
限
会
社
設
立
行
為
）
と
し
て

理
解
す
る
場
合
に
は
、
有
限
会
社
設
立
の
意
思
表
示
は
そ
の
原
始
社

員
に
な
る
べ
き
者
に
よ
る
原
始
定
款
の
作
成
に
見
い
出
す
こ
と
が
で

き
る
。
そ
し
て
、
有
限
会
社
の
設
立
手
続
が
完
了
す
る
場
合
に
は
、

そ
の
効
果
と
し
て
、
有
限
会
社
の
成
立
・
法
人
格
の
取
得
と
い
う
法

律
効
果
が
発
生
す
る
。
こ
の
よ
う
に
会
社
設
立
行
為
は
、
会
社
と
い

う
新
た
な
権
利
主
体
を
創
設
す
る
こ
と
（
会
社
の
成
立
・
法
人
格
の

取
得
）
を
目
的
と
す
る
法
律
行
為
で
あ
り
（
鳩
山
秀
夫
・
日
本
民
法

総
論
一
六
二
頁
、
野
津
務
「
会
社
設
立
行
為
と
入
社
行
為
」
松
本
古

稀
・
会
社
法
の
諸
問
題
一
六
八
頁
）
、
そ
し
て
、
会
社
設
立
行
為
の

法
的
型
態
を
「
合
同
行
為
」
と
し
て
理
解
す
る
の
が
我
が
国
の
多
数

説
で
あ
る
（
鳩
山
・
前
掲
一
六
二
頁
、
我
妻
榮
・
新
訂
民
法
総
則
一

四
七
頁
、
大
隅
健
一
郎
・
今
井
宏
・
会
社
法
論
上
巻
（
第
三
版
）
三

六
頁
以
下
、
大
森
忠
夫
「
会
社
の
設
立
」
株
式
会
社
法
講
座
第
一
巻

一
四
八
頁
、
津
田
利
治
「
設
立
無
効
」
株
式
会
社
法
講
座
第
一
巻
三

一
九
頁
、
野
津
・
前
掲
「
会
社
設
立
行
為
と
入
社
行
為
」
一
六
八
頁
、
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同
・
株
式
会
社
設
立
論
九
二
頁
、
大
賀
・
前
掲
六
二
頁
）
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
有
限
会
社
の
原
始
定
款
に
お
い
て
な
さ
れ
る
出

資
引
受
は
、
有
限
会
社
設
立
と
い
う
一
個
の
法
律
行
為
の
一
部
を
な

す
も
の
で
あ
る
が
、
出
資
引
受
は
有
限
会
社
設
立
の
意
思
表
示
を
含

ん
で
お
ら
ず
、
有
限
会
社
の
原
始
定
款
に
署
名
し
た
者
が
当
事
者
と

な
り
、
有
限
会
社
の
成
立
を
理
論
的
な
前
提
と
し
て
、
一
定
の
出
資

金
額
を
支
払
う
義
務
を
負
担
し
、
こ
れ
に
対
応
す
る
有
限
会
社
の
社

員
権
（
持
分
）
を
取
得
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
要
式
の
契
約
で
あ

る
。
こ
の
契
約
の
効
果
と
し
て
、
署
名
者
は
出
資
義
務
を
負
担
す
る

と
と
も
に
、
設
立
さ
れ
る
有
限
会
社
の
社
員
権
（
持
分
）
を
取
得
す

る
債
権
を
取
得
す
る
の
で
あ
り
（
株
式
引
受
に
関
し
て
、
倉
澤
康
一

郎
・
商
法
の
基
礎
（
三
訂
版
）
九
三
頁
）
、
そ
の
結
果
、
有
限
会
社

の
原
始
定
款
に
署
名
し
た
者
相
互
間
に
出
資
に
関
す
る
一
定
の
法
律

関
係
が
基
礎
づ
け
ら
れ
る
（
大
賀
・
前
掲
六
〇
頁
）
。
出
資
引
受
は

設
立
さ
れ
る
有
限
会
社
の
社
員
権
（
持
分
）
を
取
得
す
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
行
為
で
あ
る
か
ら
、
出
資
引
受
は
言
わ
ば
将
来
の
有
限
会

社
へ
の
入
社
行
為
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
右
に
述
べ
た
よ
う
に
、
有
限
会
社
の
原
始
定
款
の
作
成
は
、
一
方

で
は
、
有
限
会
社
設
立
の
意
思
表
示
で
あ
り
、
他
方
で
は
、
出
資
引

受
で
あ
る
が
、
両
者
は
そ
の
概
念
お
よ
び
そ
の
性
質
を
異
に
す
る
も

の
で
あ
る
か
ら
、
両
者
は
明
確
に
区
別
し
て
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
（
同
旨
、
野
津
・
前
掲
「
会
社
設
立
行
為
と
入
社
行
為
」
一

七
一
頁
、
同
・
前
掲
・
株
式
会
社
設
立
論
三
一
四
頁
）
。

　
有
限
会
社
の
成
立
・
法
人
格
の
取
得
と
い
う
法
律
効
果
の
発
生
原

因
で
あ
る
有
限
会
社
の
設
立
行
為
の
法
的
型
態
を
「
合
同
行
為
」
と

し
て
理
解
す
る
場
合
に
は
、
有
限
会
社
の
原
始
定
款
に
署
名
し
た
者

が
一
個
の
当
事
者
と
な
り
、
主
観
的
に
も
客
観
的
に
も
同
一
の
意
味

内
容
の
相
手
方
の
な
い
意
思
表
示
を
共
同
し
て
各
自
が
な
す
こ
と
に

な
る
（
津
田
・
前
掲
・
横
槍
民
法
総
論
三
四
頁
）
。
す
な
わ
ち
、
会

社
設
立
行
為
の
法
的
型
態
は
「
合
同
行
為
」
で
あ
り
、
表
意
者
の
意

思
表
示
に
は
相
手
方
が
存
在
し
て
お
ら
ず
、
並
行
す
る
一
方
的
意
思

表
示
の
集
合
で
あ
り
、
表
意
者
相
互
間
に
相
手
方
関
係
も
な
く
、
利

益
の
衝
突
も
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
（
國
歳
胤
臣
「
人
的
会
社
の
設
立

（
一
）
」
民
商
法
雑
誌
六
巻
五
号
前
掲
六
八
頁
）
、
有
限
会
社
設
立
の

意
思
表
示
に
は
民
法
九
三
条
但
書
、
民
法
九
四
条
一
項
、
民
法
一
〇

〇
条
但
書
、
民
法
一
〇
八
条
な
ど
の
規
定
は
適
用
さ
れ
な
い
（
合
資

会
社
に
関
す
る
判
例
と
し
て
、
大
判
昭
七
年
四
月
一
九
日
民
集
一
一

巻
八
三
七
頁
）
。
そ
の
結
果
、
原
始
定
款
に
署
名
し
た
者
の
う
ち
の

一
人
の
有
限
会
社
設
立
の
意
思
表
示
に
つ
い
て
意
思
の
欠
訣
や
暇
疵

あ
る
意
思
表
示
が
間
題
に
な
っ
た
場
合
に
も
、
当
該
意
思
表
示
だ
け

が
無
効
と
な
り
、
あ
る
い
は
当
該
意
思
表
示
だ
け
が
取
り
消
さ
れ
る

に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
合
同
行
為
の
効
力
は
そ
れ
に
よ
っ
て
影
響
を
受
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け
な
い
（
我
妻
・
前
掲
一
四
七
頁
）
。
会
社
設
立
行
為
の
法
的
型
態

を
「
合
同
行
為
」
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
の
実
益
は
、
設
立
者
の
主

観
的
な
事
情
か
ら
会
社
設
立
行
為
の
効
果
を
独
立
さ
せ
る
こ
と
が
で

き
る
、
と
い
う
点
に
存
在
す
る
（
國
歳
・
前
掲
六
七
頁
）
。
右
に
述

べ
た
よ
う
な
「
合
同
行
為
」
と
し
て
の
有
限
会
社
の
設
立
行
為
の
法

的
型
態
の
理
解
を
前
提
と
す
る
な
ら
ば
、
原
始
定
款
に
署
名
し
た
者

全
員
の
有
限
会
社
設
立
の
意
思
表
示
に
つ
い
て
意
思
の
欠
敏
や
蝦
疵

あ
る
意
思
表
示
が
問
題
と
な
ら
な
い
限
り
、
有
限
会
社
の
設
立
無
効

の
問
題
や
設
立
取
消
の
問
題
は
生
じ
な
い
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。

　
有
限
会
社
に
お
い
て
は
、
原
始
定
款
の
作
成
に
よ
り
、
署
名
者
は

同
時
に
出
資
引
受
も
行
っ
て
い
る
か
ら
、
原
始
定
款
へ
署
名
し
た
者

に
つ
い
て
意
思
の
欠
敏
や
暇
疵
あ
る
意
思
表
示
が
存
在
す
る
場
合
に

は
、
当
該
署
名
者
の
出
資
引
受
の
無
効
あ
る
い
は
そ
の
取
消
が
間
題

と
な
る
。
有
限
会
社
法
で
は
、
出
資
引
受
の
無
効
の
主
張
や
そ
の
取

消
の
主
張
を
制
限
す
る
規
定
が
存
在
し
な
い
た
め
に
、
有
限
会
社
の

設
立
登
記
後
で
も
、
当
該
署
名
者
は
出
資
引
受
の
無
効
を
主
張
し
、

あ
る
い
は
出
資
引
受
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
結
果
、
当

該
署
名
者
の
入
社
行
為
だ
け
が
無
効
と
な
る
の
で
、
こ
の
者
だ
け
が

成
立
し
た
有
限
会
社
か
ら
脱
退
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
原

始
定
款
に
署
名
し
た
者
に
よ
る
出
資
引
受
の
無
効
・
取
消
が
問
題
と

な
り
、
有
限
会
社
の
設
立
登
記
後
に
お
い
て
、
当
該
署
名
者
（
社

員
）
が
有
限
会
社
か
ら
脱
退
し
た
場
合
で
も
、
平
成
二
年
の
商
法
改

正
に
よ
り
設
立
当
初
か
ら
の
一
人
会
社
を
認
め
た
現
行
有
限
会
社
法

の
も
と
で
は
、
成
立
し
た
有
限
会
社
に
社
員
が
一
人
で
も
存
在
し
て

お
り
、
有
限
会
社
の
成
立
・
法
人
格
の
取
得
と
い
う
法
律
効
果
の
発

生
の
た
め
に
必
要
な
そ
の
他
の
法
定
要
件
の
欠
訣
を
招
来
し
な
い
限

り
、
出
資
引
受
の
無
効
・
取
消
は
必
ず
し
も
有
限
会
社
の
設
立
無
効

原
因
に
な
る
と
は
限
ら
な
い
と
言
う
べ
き
で
あ
る
（
同
旨
、
野
津
・

前
掲
「
会
社
設
立
行
為
と
入
社
行
為
」
一
八
二
頁
、
同
・
前
掲
・
株

式
会
社
設
立
論
三
一
五
頁
）
。

　
有
限
会
社
の
設
立
行
為
の
法
的
構
造
を
右
に
説
明
し
た
よ
う
な
も

の
と
し
て
理
解
す
る
場
合
に
は
、
有
限
会
社
の
設
立
無
効
原
因
と
設

立
取
消
原
因
と
を
解
釈
上
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
結
果
、
有

限
会
社
の
設
立
を
め
ぐ
る
法
律
関
係
を
安
定
化
さ
せ
る
こ
と
が
可
能

に
な
る
。

四
　
さ
ら
に
、
本
判
決
は
「
出
資
義
務
の
履
行
が
当
該
社
員
に
よ
っ

て
な
さ
れ
る
こ
と
は
、
有
限
会
社
の
社
員
の
確
定
の
主
要
事
実
（
要

件
事
実
）
で
は
な
く
、
当
該
社
員
以
外
の
も
の
に
よ
っ
て
出
資
義
務

の
履
行
が
な
さ
れ
る
こ
と
は
、
民
法
四
七
四
条
の
第
三
者
弁
済
と
し

て
有
効
で
あ
る
」
と
判
示
し
て
お
り
、
A
は
Y
有
限
会
社
の
持
分
を

五
〇
口
有
す
る
社
員
で
あ
り
、
A
は
他
の
社
員
に
出
資
金
を
贈
与
し

た
も
の
と
認
定
し
て
い
る
。
有
限
会
社
法
に
は
、
出
資
を
払
込
ま
な
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い
原
始
社
員
に
対
す
る
失
権
手
続
に
関
し
て
の
規
定
が
存
在
し
な
い

た
め
に
、
こ
の
者
が
有
限
会
社
の
原
始
定
款
に
お
い
て
有
効
に
出
資

引
受
を
行
っ
て
い
る
限
り
、
実
際
に
出
資
の
払
込
を
な
さ
な
か
っ
た

と
し
て
も
、
こ
の
者
は
原
始
社
員
と
し
て
の
地
位
を
失
う
こ
と
は
な

い
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
本
判
決
が
、
出
資
義
務
の
履
行
が
当
該

社
員
自
身
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
こ
と
は
、
有
限
会
社
の
原
始
社
員
の

確
定
と
は
関
係
な
い
と
述
べ
て
い
る
点
は
、
ま
さ
に
有
限
会
社
の
原

始
社
員
が
原
始
定
款
へ
の
署
名
に
よ
っ
て
確
定
す
る
こ
と
の
理
論
的

帰
結
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
さ
ら
に
、
本
判
決
は
、
有
限
会
社
の
出

資
金
を
全
額
出
資
し
た
社
員
と
そ
の
他
の
社
員
と
の
間
の
法
律
関
係

に
つ
い
て
、
前
記
福
岡
高
裁
宮
崎
支
部
判
決
よ
り
も
踏
み
込
ん
だ
法

的
判
断
を
行
っ
て
お
り
、
こ
の
点
に
も
本
判
決
の
意
義
が
存
在
す
る

と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
第
三
者
の
弁
済
と
は
、
債
務
者
以
外
の
者
（
第
三
者
）
が
他
人

（
債
務
者
）
の
債
務
を
弁
済
す
る
こ
と
を
い
う
（
奥
田
昌
道
・
注
釈

民
法
（
1
2
）
債
権
（
3
）
五
七
頁
）
。
第
三
者
の
弁
済
の
場
合
に
は
、

第
三
者
が
彼
の
給
付
の
目
的
と
し
て
他
人
の
債
務
の
履
行
を
決
定
し
、

給
付
が
他
人
の
債
務
の
履
行
と
し
て
受
領
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ

る
（
＝
R
ヨ
m
ロ
昌
≦
鉱
ヨ
9
羅
き
望
①
い
虫
ω
9
口
磯
」
員
男
8
富
9
ユ
津

凄
『
国
ヨ
の
件
＜
o
昌
○
器
ヨ
ヨ
震
①
び
↓
山
ぴ
ぎ
験
㊦
昌
一
S
oo
）
oD
．
N
ミ
“

軍
お
o
閤
お
炉
冨
ぼ
百
』
3
α
霧
≧
蒔
①
目
①
ヨ
①
昌
ω
9
三
身
g
窪
ρ

ζ
言
9
雪
一
旨
P
ψ
＆
ω
。
）
。
我
が
民
法
は
、
債
権
者
及
び
債
務

者
の
立
場
を
考
慮
し
て
、
第
三
者
の
弁
済
に
関
し
て
、
次
の
よ
う
な

制
限
を
認
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
①
債
務
の
性
質
に
よ
る
制
限

（
民
法
四
七
四
条
一
項
但
書
前
段
）
、
②
反
対
の
意
思
表
示
に
よ
る
制

限
（
民
法
四
七
四
条
一
項
但
書
後
段
）
、
③
利
害
関
係
の
な
い
第
三

者
は
債
務
者
の
意
思
に
反
し
て
弁
済
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い

う
制
限
（
民
法
四
七
四
条
二
項
）
で
あ
る
。
本
件
で
は
、
Y
ら
に
代

わ
っ
て
、
A
が
そ
の
出
資
義
務
を
弁
済
し
て
い
る
の
で
、
第
三
者
A

に
よ
る
他
の
社
員
の
出
資
義
務
の
弁
済
の
可
否
が
問
題
と
な
る
。

　
ま
ず
初
め
に
、
前
記
①
「
債
務
の
性
質
に
よ
る
制
限
」
で
あ
る
が
、

第
三
者
に
よ
る
出
資
義
務
の
弁
済
に
関
し
て
は
、
こ
の
制
限
は
問
題

に
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
、
出
資
義
務
の
法
的
性
質
は
、
そ
の
出

資
額
が
定
款
に
記
載
さ
れ
た
出
資
一
口
の
金
額
に
そ
の
者
の
出
資
口

数
を
掛
け
た
金
額
（
出
資
金
額
H
出
資
一
口
の
金
額
×
出
資
口
数
）

の
支
払
を
目
的
と
す
る
一
種
の
金
銭
債
務
で
あ
り
、
そ
れ
は
一
身
専

属
的
給
付
を
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
続
い
て
、

前
記
②
「
反
対
の
意
思
表
示
に
よ
る
制
限
」
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、

有
限
会
社
法
一
五
条
は
、
出
資
未
払
の
場
合
に
、
有
限
会
社
成
立
時

の
社
員
と
取
締
役
は
連
帯
し
て
払
込
給
付
担
保
義
務
を
負
う
旨
を
規

定
し
て
い
る
か
ら
、
有
限
会
社
成
立
時
の
社
員
と
取
締
役
が
そ
の
他

の
社
員
に
代
わ
っ
て
出
資
義
務
を
弁
済
す
る
場
合
に
は
、
前
記
②
の
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制
限
は
問
題
に
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
前
記
②
の
制

限
は
利
害
関
係
の
あ
る
第
三
者
の
弁
済
を
許
さ
な
い
も
の
で
あ
り

（
我
妻
榮
・
新
訂
債
権
総
論
二
四
四
頁
）
、
前
記
②
の
制
限
を
認
め
る

と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
有
限
会
社
法
一
五
条
の
規
定
と
矛
盾
し
、
有
限

会
社
の
資
本
充
実
に
反
す
る
結
果
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
最
後
に
、

前
記
③
「
利
害
関
係
の
な
い
第
三
者
は
債
務
者
の
意
思
に
反
し
て
弁

済
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
い
う
制
限
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
有

限
会
社
法
一
五
条
の
規
定
を
前
提
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
制
限
も
問

題
に
な
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
有
限
会
社
の
原
始

社
員
に
な
る
べ
き
者
は
未
払
の
出
資
金
の
弁
済
に
つ
い
て
利
害
関
係

を
有
す
る
者
で
あ
る
と
言
え
る
か
ら
で
あ
る
。
有
限
会
社
法
一
五
条

の
規
定
を
前
提
と
す
る
限
り
、
本
判
決
が
判
示
す
る
よ
う
に
、
有
限

会
社
の
原
始
定
款
に
署
名
し
た
A
が
他
の
署
名
者
に
代
わ
っ
て
そ
の

出
資
義
務
の
履
行
を
な
す
こ
と
は
、
民
法
四
七
四
条
の
第
三
者
の
弁

済
と
し
て
有
効
で
あ
る
。

　
本
判
決
は
、
「
出
資
義
務
が
第
三
者
に
よ
っ
て
弁
済
さ
れ
る
こ
と

は
有
効
で
あ
る
」
と
判
示
す
る
一
方
で
、
他
方
に
お
い
て
「
他
の
社

員
の
出
資
金
を
A
が
当
該
社
員
に
贈
与
し
た
」
も
の
と
認
定
し
て
い

る
。
そ
こ
で
、
一
見
す
る
と
矛
盾
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
両
者
の
関

係
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
で
あ
る
か
が
問
題
に
な
る
。
こ
の
点

に
関
し
て
、
「
他
の
社
員
の
出
資
金
を
A
が
当
該
社
員
に
贈
与
し
た

の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
出
資
金
を
も
っ
て
、
他
の
社
員
が
払
い
込
ん
だ

以
上
、
第
三
者
の
弁
済
と
し
て
、
民
法
四
七
四
条
に
言
及
す
る
ま
で

も
な
い
の
で
は
な
い
か
」
と
の
指
摘
が
あ
る
（
久
留
島
隆
「
本
件
判

批
」
金
融
・
商
事
判
例
一
〇
三
五
号
五
九
頁
）
。
し
か
し
、
本
判
決

は
、
有
限
会
社
の
原
始
社
員
の
確
定
に
関
連
し
て
、
わ
ざ
わ
ざ
民
法

四
七
四
条
の
第
三
者
の
弁
済
に
よ
る
出
資
義
務
の
履
行
の
有
効
性
に

つ
い
て
言
及
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
む
し
ろ
、
こ
の
点
を
活
か
す
よ

う
な
法
律
構
成
が
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
に
、
本
判

決
が
「
出
資
義
務
が
第
三
者
に
よ
っ
て
弁
済
さ
れ
る
こ
と
が
有
効
で

あ
る
」
と
判
示
し
た
部
分
と
本
判
決
が
「
他
の
社
員
の
出
資
金
を
A

が
当
該
社
員
に
贈
与
し
た
」
と
認
定
し
た
部
分
が
矛
盾
し
な
い
法
律

構
成
を
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

　
第
三
者
の
弁
済
の
法
的
構
造
に
つ
い
て
、
ド
イ
ツ
民
法
七
八
三
条

以
下
の
指
図
（
》
昌
名
①
一
ω
⊆
5
頒
）
の
場
合
と
同
様
に
、
第
三
者
と
債

権
者
と
の
間
に
は
出
掲
関
係
だ
け
が
基
礎
づ
け
ら
れ
、
給
付
関
係
は

基
礎
づ
け
ら
れ
な
い
と
考
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
第
三
者
は
債
権
者
に

対
し
て
自
ら
の
給
付
目
的
を
追
求
し
て
お
ら
ず
、
債
権
者
に
と
っ
て
、

も
っ
ぱ
ら
債
務
者
だ
け
が
給
付
者
と
し
て
現
れ
る
（
と
ω
9
雰
ω
9

ω
3
三
鳥
①
o
算
ψ
ω
α
。
N
L
ω
①
ω
o
コ
α
①
属
o
芦
直
■
＞
亀
一
こ
閑
蝉
二
ω
ε
『
①

一
〇
置
あ
』
ま
ご
。
す
な
わ
ち
、
第
三
者
が
債
権
者
に
出
掲
す
る
こ

と
に
よ
り
、
債
務
者
を
給
付
者
に
す
る
。
そ
の
結
果
、
第
三
者
は
債
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務
者
に
給
付
す
る
の
で
あ
り
、
債
務
者
は
債
権
者
に
給
付
す
る
。
こ

の
よ
う
に
第
三
者
の
弁
済
の
法
的
構
造
を
ド
イ
ツ
民
法
の
指
図

（
＞
口
譲
①
一
ω
⊆
昌
磯
）
の
場
合
と
パ
ラ
レ
ル
に
考
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
A

が
他
の
社
員
に
か
わ
っ
て
そ
の
出
資
金
を
支
払
う
こ
と
に
よ
り
、
A

が
他
の
社
員
に
対
し
て
出
資
金
を
贈
与
し
、
他
の
社
員
が
出
資
金
を

支
払
っ
た
も
の
と
法
的
に
評
価
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
、
第
三
者
の
弁
済
の
場
合
に
は
、
第
三
者
と
債
権
者
と
の
間
に
お

い
て
、
他
人
の
債
務
の
弁
済
目
的
が
合
意
さ
れ
る
か
ら
（
矩
①
凶
9
・

碧
①
ン
鉾
P
O
こ
ω
』
ミ
旧
囚
お
鉾
勲
P
O
‘
ω
●
＆
GO
。
）
、
ド
イ
ツ

民
法
の
指
図
（
＞
昌
矩
①
一
誓
凝
）
の
場
合
と
は
異
な
っ
て
、
出
掲
の

方
向
と
給
付
の
方
向
と
は
一
致
し
て
お
り
、
第
三
者
の
弁
済
の
場
合

に
お
い
て
、
債
権
者
に
対
し
て
給
付
を
な
す
の
は
あ
く
ま
で
も
第
三

者
な
の
で
あ
る
（
閃
声
自
ω
3
轟
一
包
負
O
歪
5
島
声
鴨
口
N
ξ
い
魯

ω
9
ロ
暢
国
o
昌
象
耳
δ
昌
ご
虫
U
『
一
詳
σ
震
8
『
お
鴨
P
ω
R
一
ぎ
お
oo
ト

ω
」
誤
ご
。
そ
れ
故
に
、
本
判
決
が
、
「
当
該
社
員
以
外
の
者
に
よ

っ
て
出
資
義
務
の
履
行
が
な
さ
れ
る
こ
と
は
第
三
者
の
弁
済
と
し
て

有
効
で
あ
る
」
と
判
示
し
、
他
方
に
お
い
て
「
他
の
社
員
の
出
資
金

を
A
が
当
該
社
員
に
贈
与
し
た
」
と
認
定
し
た
部
分
は
、
む
し
ろ

「
贈
与
の
趣
旨
で
A
が
他
の
社
員
の
出
資
義
務
を
弁
済
し
た
」
と
考

え
る
の
が
素
直
な
解
釈
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
要
す
る
に
、
本

判
決
が
「
他
の
社
員
の
出
資
金
を
A
が
当
該
社
員
に
贈
与
し
た
」
と

認
定
し
た
部
分
は
、
こ
れ
を
「
A
が
そ
の
他
の
社
員
に
代
わ
っ
て
そ

の
出
資
義
務
を
弁
済
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
A
が
他
の
社
員
に
対
し

て
贈
与
の
趣
旨
で
出
資
義
務
か
ら
の
解
放
と
い
う
出
掲
を
行
っ
た
」

も
の
と
し
て
理
解
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
の
で
あ
れ

ば
、
本
判
決
が
「
当
該
社
員
以
外
の
者
に
よ
る
出
資
義
務
の
履
行
は

第
三
者
の
弁
済
と
し
て
有
効
で
あ
る
」
と
判
示
し
た
こ
と
は
、
本
判

決
が
「
他
の
社
員
の
出
資
金
を
A
が
当
該
社
員
に
贈
与
し
た
」
と
認

定
し
た
こ
と
に
矛
盾
し
な
い
。

　
し
か
し
、
A
が
他
の
社
員
の
出
資
義
務
を
履
行
す
る
こ
と
は
第
三

者
の
弁
済
と
し
て
有
効
で
あ
る
と
し
て
も
、
論
理
必
然
的
に
「
他
の

社
員
の
出
資
金
を
A
が
当
該
社
員
に
贈
与
し
た
」
と
の
認
定
に
結
び

つ
く
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
、
第
三
者
が
他
人
の
債
務

を
弁
済
す
る
場
合
と
し
て
は
、
第
三
者
が
債
務
者
に
対
し
て
贈
与
の

趣
旨
で
行
う
場
合
の
ほ
か
に
、
第
三
者
が
債
務
者
に
対
し
て
消
費
貸

借
を
成
立
さ
せ
る
た
め
に
行
う
場
合
や
、
第
三
者
・
債
務
者
間
の
委

任
契
約
に
基
づ
い
て
行
う
場
合
や
、
事
務
管
理
と
し
て
行
う
場
合
が

考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
本
判

決
の
理
論
的
な
射
程
範
囲
は
、
有
限
会
社
の
出
資
金
を
全
額
出
資
し

た
社
員
と
そ
の
他
の
社
員
と
の
法
律
関
係
に
関
し
て
、
か
な
り
広
い

も
の
で
あ
る
と
評
価
で
き
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
他
の
社
員
に
消
費

貸
借
を
成
立
さ
せ
る
た
め
に
A
が
他
の
社
員
の
出
資
義
務
を
弁
済
し
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た
と
の
認
定
や
、
A
と
他
の
社
員
と
の
間
の
委
任
に
基
づ
い
て
A
が

他
の
社
員
の
出
資
義
務
を
弁
済
し
た
と
の
認
定
や
、
事
務
管
理
と
し

て
A
が
他
の
社
員
の
出
資
義
務
を
弁
済
し
た
と
の
認
定
が
あ
り
え
て

も
よ
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
い
っ
た
い
ど
う
し
て
本
判
決
は

「
他
の
社
員
の
出
資
金
を
A
が
当
該
社
員
に
贈
与
し
た
」
と
い
う
認

定
を
行
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
X
が
Y
有
限
会
社
の
持
分

二
〇
〇
口
の
う
ち
X
に
帰
属
す
る
こ
と
に
つ
き
当
事
間
に
争
い
の
な

い
六
〇
口
を
除
い
た
一
四
〇
口
の
持
分
が
自
己
に
属
す
る
も
の
と
し

て
そ
の
地
位
の
確
認
を
求
め
て
訴
え
を
提
起
し
た
こ
と
に
関
連
し
て
、

本
判
決
が
平
成
二
年
商
法
改
正
前
の
有
限
会
社
法
六
九
条
】
項
五
号

が
社
員
が
一
人
に
な
っ
た
こ
と
を
有
限
会
社
の
解
散
事
由
と
し
て
一

人
会
社
を
認
め
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
考
慮
し
た
こ
と
の
ほ
か
に
、

原
審
が
「
A
は
Y
有
限
会
社
の
設
立
当
初
に
お
い
て
、
そ
の
出
資
者

と
さ
れ
る
者
に
対
し
て
社
員
権
を
無
償
で
譲
渡
し
、
少
な
く
と
も
、

ユ
　
　
　
　
　
ヨ
　
　
　
　
　
ペ

Y
、
Y
、
Y
は
こ
れ
を
承
諾
し
て
い
た
」
と
判
示
し
た
こ
と
に
引
き

づ
ら
れ
て
、
本
判
決
が
A
と
他
の
社
員
と
の
問
に
は
何
ら
か
の
贈
与

関
係
が
存
在
し
た
と
い
う
事
情
を
考
慮
し
た
結
果
な
の
か
も
し
れ
な

い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
右
の
よ
う
な
事
実
認
定
を
本
判
決
が
行
っ

た
の
は
、
Y
有
限
会
社
の
設
立
を
め
ぐ
る
当
事
者
間
の
特
殊
事
情
に

基
づ
く
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
一
般
化
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。

五
　
以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
現
行
の
有
限
会
社
法
に
お
い
て
は
、

定
款
が
有
効
に
確
定
し
て
い
る
限
り
、
社
員
と
そ
の
出
資
口
数
が
問

題
に
な
っ
た
場
合
に
は
、
社
員
と
そ
の
出
資
口
数
は
定
款
の
記
載
に

よ
っ
て
確
定
す
る
の
で
、
そ
の
者
が
実
際
に
出
資
金
を
支
払
っ
た
か

の
否
か
は
社
員
の
確
定
に
関
係
が
な
い
。
本
件
で
は
、
Y
有
限
会
社

設
立
当
時
に
お
け
る
A
の
持
分
は
五
〇
口
で
あ
り
、
A
が
死
亡
す
る

ま
で
の
間
の
社
員
と
そ
の
持
分
の
変
動
は
A
が
決
定
し
、
そ
の
他
の

社
員
は
こ
れ
を
承
認
し
て
き
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ

う
に
本
件
で
は
、
Y
有
限
会
社
の
設
立
当
初
か
ら
社
員
は
A
一
人
で

は
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
A
の
死
亡
当
時
、
A
は
Y
有
限
会
社
の
持

分
全
部
を
有
し
て
い
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
、
A
の
包
括
受
遺
者
で
あ

る
X
も
Y
有
限
会
社
の
持
分
全
部
二
〇
〇
口
を
有
し
て
い
な
い
こ
と

に
な
る
。
私
見
と
し
て
も
、
本
判
決
の
立
場
に
賛
成
で
あ
る
。

渋
谷
　
光
義
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